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新証券コード仕様 
 

（制定）1988.7  

（改定）2000.6 2002.4 2002.10 2003.4 2003.6 2003.8 2004.4 

2005.2 2005.4 2005.9 2006.5 2007.1 2007.3 2007.12 

2008.3 2009.9 2010.1 2012.3 2018.5 2023.11 2024.2 

Ⅰ 基本構成 

ISIN（国際証券コード体系：ISO 6166）コードは、国名コード（prefix）２けた、基本

コード（basic code）９けた、及びチェックディジット（check digit）１けたで構成する。 

(参考) 

 

項目 

 

国名コード 

基 本 コ ー ド  
 

チェックディジット 発行体コード  
 

証券種類コード 属性コード 固有名コード 

けた数 ２ １ ５ ３ １ 

９ 

(例) ＪＰ □ □□□□□ □□□ □ 

 
Ⅱ 基本仕様 

1. 国名コード（２けた） 

ISO で定義される２けたのアルファベットコード（ISO 3166；Alpha-2 Country Code） 

を使用する。 

(注)  証券コード協議会が付番する証券（内国株式、ＪＤＲなど）の新証券コード

の国名コードは全て JP を用いる。ただし、証券コード協議会がISO 6166 に基

づき ISIN の付番資格を有しない証券（外国株式、ＡＤＲなど）については、

国名コード及びチェックディジットを除いた新証券コード９けたとする。 

 
2. 基本コード（９けた） 

発行体コード６けた及び証券種類コード３けたで構成する。 

2.１ 発行体コード（６けた） 

属性コード１けた及び固有名コード５けたで構成する。 

2.1.1 発行体属性コード（１けた） 

次のとおりとする。 
 

０ （未定義） ３ 内国法人 ６ （未定義） ８ 特定金融商品 

１ 国（国債） ４ ユーザー領域 ７ （未定義） ９ 特定金融商品（保振） 

２ 地方公共団体 ５ 外国法人   
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（注）1 「１」は、国債の割当領域である。 

2 内国法人とは、以下の①～④のいずれかに該当するものをいう。 

① 国内の金融商品取引所に株式を上場している内国会社 

② 日本証券業協会の気配公表銘柄 

③  国内で公募債券（特定目的信託の社債的受益権を含む）を発行している 

内国会社等（公社、公団等を含む。） 

④ その他、証券コード協議会が必要であると認める内国会社等 

3 「５」は、国内で流通する外国証券及び預託証券（対象資産が外国証券の

場合）の割当領域である。 

4 「８」は、(株)証券保管振替機構が扱わない、証券コード協議会が認めた特

定の金融商品の割当領域である。 

5 「９」は、(株)証券保管振替機構が扱う、証券コード協議会が認めた特定の

金融商品の割当領域である。 

6 未公開会社等の私募債等の場合、基本コードは、発行体属性コード１けた、

商品コード２けた及び証券種別コード６けたで構成する。 

 

2.1.2 発行体固有名コード（５けた） 

（1）国（国債） 

国は複数の発行体とみなし、次のとおり、国債名称コード２けた及び回号コード 

３けたで構成する。 

国債名称コード 回号コード 

            □□        □□□ 
 

ａ 国債名称コード 
 

次のとおりとする。  

 国債名称コード  国債名称コード 

利付国庫債券  （2年） 02 政府短期証券 64 

利付国庫債券  （5年） 05 国庫短期証券 74 

利付国庫債券  （10年） 10 日本国有鉄道清算事業団債券  

個人向け利付国庫債券（10年） 11 承継国庫債券  70 

  石油債券承継国庫債券 71 

利付国庫債券（物価連動・10年） 12 分離利息振替国庫債券 80 

個人向け利付国庫債券（5年） 13 利付国庫債券（40年） 40 

個人向け利付国庫債券（3年） 14 利付国庫債券（50年） 55 

利付国庫債券（15年） 15 ｸﾗｲﾒｰﾄ･ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ利付国庫債券（2年） 46 

利付国庫債券（20年） 20 ｸﾗｲﾒｰﾄ･ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ利付国庫債券（5年） 47 

利付国庫債券（30年） 30 ｸﾗｲﾒｰﾄ･ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ利付国庫債券（10年） 48 

割引短期国庫債券 50 ｸﾗｲﾒｰﾄ･ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ利付国庫債券（20年） 49 
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（注）分離適格振替国庫債券（ストリップス債）で、再結合した元利統合後のコードは、

分離前の元本に基づく利付国庫債券と同様とする。また、分離元本振替国庫債券は、

通常の利付国庫債券の国債名称コードを使用する。 

 
ｂ 回号コード 

銘柄名称の回号を使用する。ただし、回号が４けた以上の場合は、回号の下３けた

を使用する。 

また、分離利息振替国庫債券の場合は、先頭２けたで償還年（西暦）の下 2 けた、 

最後の１けたで償還月（発行月コードと同様にコード化）を表示する。入札前取引は、 

「０００」固定とする。 

 
 

回号コード 

（例）利付国庫債券（10 年）第 170 回 １７０ 

分離利息振替国庫債券  平成 20 年 10 月※         ０８Ａ ※利子支払期日
 

利付国庫債券（10 年）（入札前取引）          ０００（固定） 

 

 
（2）国債バスケット 

国債バスケットの発行体固有名コードは、次のとおり、国債名称コード２けた及

び構成銘柄コード３けたで構成する。 

 

ａ  国債名称コード 

「９９」固定とする。 

ｂ  構成銘柄コード 

次のとおりとする。 

国債バスケット（国庫短期証券） １０１ 

国債バスケット（利付残存10年以下・国庫短期証券） １０３ 

国債バスケット（利付・国庫短期証券） １０５ 

国債バスケット（変動利付・利付・国庫短期証券） １０７ 

国債バスケット（物価連動・変動利付・利付・国庫短期証券） １０９ 

国債バスケット（分離元本・分離利息） ２０１ 

国債バスケット（変動利付・利付・利付GX・国庫短期証券） ２０３ 

国債バスケット（物価連動・変動利付・利付・利付GX・国庫短期証券） ２０５ 

 
（3）地方公共団体 

総務省が定める「全国地方公共団体コード」（JIS X-0401,0402）を使用する。（た

だし、検査数字は除く。）複数の地方公共団体による共同地方債については、証券コ

ード協議会が適宜定める。その場合においてコードは、複数の共同体で共通して使

用する。 

 

 
 



Copyright © Securities Identification Code Committee ALL RIGHTS RESERVED.  

（例）北海道 ０１０００ 東京都   １３０００ 

札幌市 ０１１００ 千代田区    １３１０１ 

共同発行市場公募地方債   ９９０００ 

兵庫 県市町共同公募債   ９８０００ 

（4）内国法人 

内国法人は、発行体ごとに５けたを割り当てる。 

 
 

（例）㈱アーク １０００５ 

アークランドサカモト １００１０ 

•  

•  

わらべや日洋                                     ９９４４０ 

ワン・フォー・オール・アセット・ファンディング   ９９４８０ 

 

 

（5）外国法人 

次のとおり、所属国コード３けた及び連番コード２けたで構成する。

所属国コード 連番コード 

□□□ □□ 

ａ 所属国コード 

原則として、ISO で定義される３けたの数字コード（ISO 3166；Numeric Code）を使

用する。なお、国際機関は００１とする。 

 

ｂ 連番コード 

国（政府）は００とし、他の発行体は、原則として所属国別に０１から始まる連番とす

る。 
 

 

（例 1）アジア開発銀行 

所属国コード 

００１ 

連番コード 

０１ 

国際復興開発銀行 ００１ ０２ 

・ 

（例 2）アメリカ合衆国政府 

 
８４０ 

・ 

００ 

ダウ・ケミカル ８４０ ０１ 

      ・    

米国連邦抵当金庫 ８４０ １９ 
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（6）特定金融商品 

A：電子記録移転有価証券表示権利等の場合 

次のとおり、証券種別コード８けた（証券種類コード（３けた）を加える）で構成する。 

証券種別コード 

□□□□□□□□ 

  証券種別コードは、「０００００００１～ＺＺＺＺＺＺＺＺ」の範囲で、数字及びアルフ

ァベット（ただし、Ｉ、Ｏを除く）を使用する。 

 

（7）特定金融商品（保振） 

A：ペーパーレスCP の場合 

次のとおり、商品コード２けた及び識別コード３けたで構成する。

商品コード 識別コード 

□□ □□□ 

 
 

a 商品コード 

ペーパーレスＣＰ ０Ａ 

 
 

b 識別コード 

数字とアルファベット（ただし、Ｉ、Ｏ、Ｕを除く）を使用する。ペーパーレスＣＰ 

については各発行者に割り当てる。 

（例） ００１ ダイヤモンドリース(株) 

００９ 三菱自動車工業（株） 

００Ａ オリックス(株) 

・      ・ 

００Ｚ 大阪証券金融（株） 

０１０ 新日本製鐵（株） 

 

B：未公開会社等の私募債等の場合 

付番対象銘柄は次の要件を満たす銘柄とする。 

①（株）証券保管振替機構における一般債振替制度で取り扱われる私募であること 

②当該銘柄の発行体に係る発行体固有名コードが未設定であること 

③コード設定に必要な情報が、証券コード協議会へ提出可能な株式会社及び公社公団

等の公社債（特定目的信託の社債的受益権を含む）であること 

（注）私募債発行時に発行体固有名コードが設定されている場合、当該私募債の発行体属

性コードは「３」又は「５」を用い、発行月コードで公募債との区分を行う。 

また、次のとおり、商品コード２けた及び証券種別コード６けた（証券種類コード（３ 

けた）を加える）で構成する。 

商品コード 証券種別コード 

□□ □□□□□□ 
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a 商品コード 

未公開会社の私募債又は縁故地方公社債等 ０B 

 
b 証券種別コード 

数字とアルファベット（ただし、Ｉ、Ｏを除く）を連番に使用する。未公開会社等

の私募債等については各銘柄に割り当てる。 

（例） ０００００１ ワイエム興業（株）第 5 回無担保社債 

         ・         ・ 

０００００９ ヤマトミシン製造（株）第 13 回無担保社債 

０００００Ａ 太誠産業（株）第 6 回無担保社債 

また、㈱証券保管振替機構が定時償還の１銘柄を記番号別に複数の振替債として扱

う場合は、先頭１けたをＺにして識別する。 

 

（例）Ｚ００００Ｐ 高知県平成１５年度第 1 回公債（第 1 号―１） 

 

C：非上場投資信託の場合 

次のとおり、商品コード２けた及び識別コード６けた（証券種類コード（３けた）を

加える）で構成する。 

商品コード 識別コード 

□□ □□□□□□ 

（注）国内金融証券取引所に上場される投信（内国ETF）は、発行体属性コード「３」

を使用する。 

 

a 商品コード 

非上場投信 ０C 

 
b 識別コード 

①（株）証券保管振替機構における投資信託振替制度で取り扱われること 

②国内金融証券取引所に上場されないこと 

③コード設定に必要な情報が、証券コード協議会へ提出可能なこと 

の要件を満たす銘柄は、「０００００１～９ＺＺＺＺＺ」の範囲で、数字及びアルファベッ

ト（ただし、Ｉ、Ｏを除く）を連番に使用する。 

（例） ０００２ＣＡ インベスコ 世界中小型株ファンド 
 

また、上記以外の銘柄は、「Ａ００００１～ＺＺＺＺＺＺ」（ただし、Ｉ、Ｏを除く）の

範囲で、証券コード協議会がその都度、決定する。 
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2.2 証券種類コード（３けた） 

（1）株式 

ａ 内国株式 

次のとおり、第１けたを０とする数字及びアルファベット（ただし、I、O は除く。）で構

成する。 

普通株式 ０００ 第二新株式 ００２ 優先株式 ０１０ 

新株式 ００１ 新株予約権証券 ００９ 

後配株式 ０２０ 

（注１）子会社連動配当株式については、「０１０」を使用する。「０１０」が既に使

用されている場合には、証券コード協議会がその都度決定する。 

（注２）異なる種類株式の発行が行われる都度、未定義の「００３」から順次、証

券コード協議会が決定する。ただし、普通株式の全部を一つの種類株式（取得

請求権付株式等）に入れ替える場合、原則として、従来の普通株式と同じ

証券種類コードをそのまま割り当てる。 

（注３）優先株式については、「０１０」～「０１９」、「０１A」～「０１Z」の範囲

から、証券コード協議会がその都度決定する。 

（注４）出資証券については、原則として、普通株式（新株式を除く。）に準じて取

り扱う。ただし、証券コード協議会が適当と認めた場合には、その都度決

定する。 

（注５）債券の新株予約権証券との相違について、株式における新株予約権証券は、

以下の①及び②を満たす銘柄とする。 

①新株予約権無償割当により発行される銘柄 

②行使期間満了日が割当日後速やかに到来する銘柄 

 
 

ｂ 外国株式 

原則として、０００から始まる連番とする。 

 
 

（注）国内の金融商品取引所等に上場等される証券投資信託の受益証券、投資証券及びそ

の他の銘柄の基本コードについては、その都度、証券コード協議会が決定する。 

なお、外国株信託受益証券、外国投信信託受益証券及び外国株価指数等連動型投信

信託受益証券において、発行体が外国法人の場合は、外国株式に準じて取り扱うが、

発行体が内国法人の場合は、外国株信託受益証券及び外国投信信託受益証券は外国株

式、外国株価指数等連動型投信信託受益証券は内国株式の基本コード仕様をそれぞれ

準用する。 
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（2）債券 

次のとおり発行年月を基準として、通番コード、発行年コード及び発行月コードで構

成する。 

 
通番コード 発行年コード 発行月コード 

□ □ □ 

 
 

ａ 通番コード 

数字１から９とアルファベットＡからＺ （ただし、Ｉ、Ｏ、Ｕを除く）を順に使用し、次

の割当てを開始する数字又はアルファベットから各債券等ごとに割当てを開始する。 

国債 
 

利付国庫債券等 １ （２、３、４・・・） 

分離元本振替国庫債券 Ｐ （Ｑ、Ｒ、Ｓ・・・） 

分離利息振替国庫債券 １ （２、３、４・・・） 

地方債 

公募債 １ (２、３、４・・・） 

非公募債 Ａ （Ｂ、Ｃ、Ｄ・・・ ）

事業債等 

新株予約権等の権利、転換社債型 

新株予約権付社債、新株予約権付 

社債（転換社債型を除く）、(株) 

証券保管振替機構が扱わない利付 

債及び割引債（電子記録移転有価 

証券表示権利等を除く）  １（２、３、４・・・） 

利付債 Ａ（Ｂ、Ｃ、Ｄ・・・） 

割引債 Ｊ（Ｋ、Ｌ、Ｍ・・・） 

外国法人発行の債券 国内事業債等の割当方法に準じる。 

 
（注）分離利息振替国庫債券は、原則として、利払日が２０日の銘柄の通番コード

を「１」、利払日が１５日の銘柄の通番コードを「２」、利払日が１日の銘

柄の通番コードを「３」とする。 

 
ｂ 発行年コード 

数字とアルファベットを使用（ただし、Ｉ、Ｏ、Ｕ、Ｙ、Ｚは除く。）し、各発行年に

割り当てる。 

 
（注）１．分離利息振替国庫債券の発行年コードは「０」を割当てる。 

２．入札前取引用の発行年コードは「Ｘ」固定とする。 
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ｃ 発行月コード 

次のとおりとする。 
 

コード  コード  コード  コード 

１月 １(Ｄ) ４月 ４(Ｇ) ７月 ７(Ｋ) 10 月 Ａ(Ｎ) 

２月 ２(Ｅ) ５月 ５(Ｈ) ８月 ８(Ｌ) 11 月 Ｂ(Ｐ) 

３月 ３(Ｆ) ６月 ６(Ｊ) ９月 ９(Ｍ) 12 月 Ｃ(Ｑ) 

 

（注 1）( )内は、非公募債（国債、地方債を除く。）の場合に用いる。 

（注 2）分離利息振替国庫債券の発行月コードは「０」を割当てる。 

 

（3）国債バスケット 

 「９００」固定とする。 

 

（4）特定金融商品 

証券種別コード 

A：電子記録移転有価証券表示権利等の場合 

発行体固有名コード５けたと合わせて、計８けたの証券種別コードから、銘柄をユニー

クに特定する。 

 

（5）特定金融商品（保振） 

証券種別コード 

A：ペーパーレスCP の場合 

数字とアルファベット（ただし、Ｉ、Ｏ、Ｕを除く）を使用する。 

(例)  銘柄名  証券種別コード 

オリックス ００１Ｂ CP  ００１ 

オリックス ００９Ｂ CP ００９ 

オリックス ００ＡＢ CP ００Ａ 

 
B：未公開会社等の私募債等の場合 

発行体固有名コードの下３けたと合わせて、計６けたの証券種別コードから、銘柄を

ユニークに特定する。 

 
C：非上場投信の場合 

発行体固有名コードの下３けたと合わせて、計６けたの識別コードから、銘柄をユニ

ークに特定する。 

 
3. チェックディジット（１けた） 

モジュール 10「ダブル―アッド―ダブル」方式により算出された数字を割り当てる。 
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Ⅲ 基本コード付番例 

基本コードは、国際証券コード体系の基本構成から、国名コード及びチェックディジット

を除いたものであり、通常国内で新証券コードを使用する場合の仕様となる。 

以下、基本コードの付番例を示す。 

 
 

① 株 式 

a 内国株式 

（例）新日本製鐵株式会社普通株式の場合 
 

 

 

 

 

 

b 外国株式 

（例）International Business Machines Corporation（ＩＢＭ）株式の場合

属性コード 所属国コード 連番コード 証券種類コード 

□ □□□ □□ □□□ 

５ ８４０ ０６ ０００ 

外国法人 米国 ６番目に付番した発行体 最初に付番した株式 

ＩＢＭ 

② 債 券 

a 内国債券 

(a) 国 債 

（例 1）利付国庫債券（10 年）第 285 回（３月発行）の場合 

属性コード 国債名称コード 回号コード 通番コード 発行年コード 発行月コード 

□ □□ □□□ □ □ □ 

１ １０ ２８５ １ ７ ３ 

国（国債）利付国庫債券（10 年）285 回 国債 2007 年 ３月 

 
（例 2）分離元本振替国庫債券(10 年)第 237 回（３月発行）の場合 

属性コード  国債名称コード  回号コード  通番コード  発行年コード  発行月コード 

□ □□ □□□ □ □ □ 

１ １０ ２３７ Ｐ ２ ３ 

国（国債）利付国庫債券（10 年）237 回 分離元本国債 2002 年 ３月 

 

 

 

属性コード 固有名コード 証券種類コード 

□ □□□□□ □□□ 

３ ３８１００ ０００ 

内国法人 新日本製鐵 普通株式 
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（例 3）分離利息振替国庫債券（平成１６年９月 利子支払期日２０日）の場合 

属性コード 国債名称コード 回号コード 通番コード 発行年コード 発行月コード 

□ □□ □□□ □ □ □ 

１ ８０ ０４９ １ ０ ０ 

国（国債）  分離利息振替 2004 年 9 月 分離利息国債 （固定） （固定） 

国庫債券  （２０日利払） 

 

 

（例４）利付国庫債券（5 年）入札前取引（５月発行＊）の場合 

＊2004 年 5 月発行と 2005 年 5 月発行の新証券コードは同様。 
 

属性コード 国債名称コード 回号コード 通番コード 発行年コード 発行月コード 

□ □□ □□□ □ □ □ 

１ ０５ ０００ １ X ５ 

国（国債）利付国庫債券（５年） （固定） 国債 （固定） ５月 

 

(b) 国債バスケット 

(例) 国債バスケット（利付・国庫短期証券）の場合 

属性コード  国債名称コード    構成銘柄コード    証券種別コード 

□       □□              □□□        □□□ 

１       ９９              １０５        ９００ 

 

(c) 地方債 

（例）東京都第 642 回公募公債の場合 

属性コード 固有名コード 通番コード 発行年コード 発行月コード 

□ □□□□□ □ □ □ 

２ １３０００ １ ７ ２ 

地方公共団体 東京都 公募債 2007 年 ２月 

 
(d) 事業債等 

（例１）新日本製鐵株式会社社債第４９回の場合 
 

属性コード 固有名コード 通番コード 発行年コード 発行月コード 

□ □□□□□ □ □ □ 

３ ３８１００ Ａ ３ ６ 

内国法人 新日本製鐵 利付債 2003 年 ６月 

（例２）平和不動産株式会社第７回無担保転換社債の場合 
 

属性コード 固有名コード 通番コード 発行年コード 発行月コード 

□ □□□□□ □ □ □ 

３ ８３４８０ １ ７ ６ 

内国法人 平和不動産 転換社債 2007 年 ６月 
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（例３）住友電気工業株式会社新株予約権証券（第１回）の場合 

属性コード 固有名コード 通番コード 発行年コード 発行月コード 

□ □□□□□ □ □ □ 

３ ４０７４０ １ Ｍ ８ 

内国法人 住友電気工業 新株予約権証券 1991 年 ８月 

 

（例４）水資源開発債券（い号１７９回） 

属性コード 固有名コード 通番コード 発行年コード 発行月コード 

□ □□□□□ □ □ □ 

３ ８８５６０ Ａ Ｗ Ｆ 

内国法人 水資源開発公団 利付債 1999 年 ３月（私募） 

 

b 外国債券 

（例）第 21 回アジア開発銀行円貨債券の場合 
 

属性コード 所属国コード 連番コード 通番コード 発行年コード 発行月コード 

□ □□□ □□ □ □ □ 

５ ００１ ０１ Ａ Ｐ ２ 

外国法人 国際機関 最初に付番した機関 利付債 1993 年 ２月 
 

 
アジア開発銀行 

 
 

c 特定金融商品（保振） 

（例）オリックス株式会社のペーパーレスＣＰ（銘柄名：００１B）の場合

属性コード 商品コード 識別コード 証券種別コード 

□ □□ □□□ □□□ 

９ ０Ａ ００Ａ ００１ 

特定金融商品 ペーパーレス CP 発行者 通番 

 
（例）ワイエム興業（株）第 5 回無担保社債の場合 

 

属性コード 商品コード 証券種別コード 

□ □□ □□□□□□ 

９ ０B ０００００１ 

特定金融商品 未公開会社等の私募債等 通番 

 
（例）ベアリング・ジャパン・オープンの場合 

 

属性コード 商品コード 識別コード 

□ □□ □□□□□□ 

９ ０C ０００００１ 

特定金融商品 非上場投信 通番 
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（付則） 

1. 2002 年 4 月の改正規定は、（株）証券保管振替機構で取り扱う、ペーパーレスＣＰ

の 仕様及び商法改正による、種類株式等の仕様について追加した。 

2. 2002 年 10 月の改正規定は、ストリップス債の仕様について追加した。 

3. 2003 年 4 月の改正規定は、公募地方債の共同発行の仕様について追加した。 

4. 2003 年 6 月の改正規定は、（株）証券保管振替機構の一般債振替制度で取り扱う、

非公募債の仕様について追加した。 

5. 2003 年 8 月の改正規定は、国債の入札前取引の仕様及び優先株式の証券種類コー 

ドについて追加した。 

6. 2004 年 4 月の改正規定は、出資証券の場合の証券種類コードについて追加した。 

7. 2005 年 2 月の改正規定は、（株）証券保管振替機構の投信振替制度で取り扱う、非

上場投資信託の仕様について追加した。 

8. 2005 年 4 月の改正規定は、「個人向け利付国庫債券（5 年）」の国債名称コードにつ

いて追加した。 

9. 2005 年 9 月の改正規定は、「分離利息振替国庫債券（利払 15 日）」の通番コードの取

り扱いについて追加した。 

10. 2006 年 5 月の改正規定は、会社法の施行により、「新株予約権証券」の証券種類コー

ド等の取り扱いについて追加した。 

11. 2007 年 1 月の改正規定は、「利付国庫債券（40 年）・（50 年）」の国債名称コードに

ついて追加した。 

12. 2007 年 3 月の改正規定は、非上場投信の識別コードについて、追加した。 

13. 2007 年 12 月の改正規定は、いわゆる日本型預託証券（JDR）について、２．２（１） 

ｂに追加した。 

14. 2008 年 3 月の改正規定は、「国庫短期証券」の国債名称コードについて追加した。 

15. 2009 年 9 月の改正規定は、「個人向け利付国庫債券（3 年）」の国債名称コードにつ

いて追加した。 

16. Ⅱ基本仕様の 2.2－（1）－a 内国株式の（注 5）を改正した規定は、2010 年 1 月 

29 日から施行する。 

17. Ⅱ基本仕様の 2.1.1 発行体属性コード（１けた）注 2③及び 2.1.2 発行体固有名 

コード（５けた）－（5）特定金融商品－B：未公開会社等の私募債等の場合③に

おける「特定目的信託の社債的受益権」についての記述追加については、2012 年 

3 月 26 日から施行する。 

18. 国債バスケット及び分離利息振替国庫債券(利払1日)に係る改正規定は、2018 年 5 月
1 日から施行する。 

19. Ⅱ２．２（２）a の「事業債等」における通番コードの割当ての見直しに係る改正規

定は、2024 年 9 月 24 日から施行し、その他の改定については、2023 年 11 月 1 日
より施行する。 

20. 国債バスケットの構成銘柄コードを追加した改正規定は、2024 年 2 月 14 日より施

行する。 


